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指定基準と関係通知を集成　事業者・施設運営の基本書
変更点は見逃さない－平成30年４月改定箇所を明示
●指定基準の各条文に解釈通知を配置,他サービスの準用規定は読替え後の条文等により掲載するなど,実務本
位に編集しています。

●平成30年４月改定の変更点がわかるように掲載するとともに,条例作成のうえで「従うべき基準」と「標準」の
区別を表記しています。

●今回の改定では，同一の事業所で一体的に介護保険と障害福祉のサービスを提供する「共生型サービス」が創
設されます。
　また，日常的な医学管理や看取り・ターミナルケアなどの医療機能と，生活施設としての機能とをかね備えた新
たな介護保険施設として，「介護医療院」が創設されます。
　いずれのサービスも介護報酬に関係する指定基準を掲載します。

Ⅱ　施設サービスの基準と関係通知
⑴介護老人福祉施設
⑵介護老人保健施設
⑶介護療養型医療施設
⑷介護医療院

Ⅲ　介護予防サービス等の基準と関係通知
⑴介護予防サービス
⑵地域密着型介護予防サービス
⑶介護予防支援

Ⅳ　指定基準関係告示・通知等
⑴利用者負担関係　⑵宿泊サービス関係
⑶施設サービス関係　⑷条例委任関係
⑸その他
付　有料老人ホーム

Ⅰ　居宅サービス等の基準と関係通知
⑴居宅サービス
⑵地域密着型サービス
⑶居宅介護支援

本書の構成（予定）

Ⅴ　サービス事業所関連─その他の主な通知等

○左段に国（厚生労働省）による基準省令，右段にその解釈通知
を対照させて配置することにより，項目ごとの規定内容を明快
に示しています。

○他のサービスの規定を準用する旨が定められている項目は，所
要の読替えを行ったうえで準用元の条文・規定を再掲し，実務上
の便を図っています。

○各項目について，基準の自治体への条例委任に際し，国の基準
が①「従うべき項目」，②「標準とする項目」であるものにはそ
れぞれ記号を付し（③「参酌すべき項目」は無印），区別がつく
ようになっています。

○基準に関連する告示・通知等のうち，個別サービスに固有なも
のは，サービスの末尾に掲載しています。

○基準に関連する告示・通知等のうち，複数のサービスに関係す
るものをまとめています。
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5 訪問リハビリテーション（運営基準）

定したものである｡

⑸ 　要介護認定等の申請に係る援助　☆一
① 　居宅基準第12条第１項は，要介護認定の申請が

なされていれば，要介護認定の効力が申請時に遡
ることにより，指定訪問リハビリテーションの利
用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを
踏まえ，指定訪問リハビリテーション事業者は，
利用申込者が要介護認定を受けていないことを確
認した場合には，要介護認定の申請が既に行われ
ているかどうかを確認し，申請が行われていない
場合は，当該利用申込者の意思を踏まえて速やか
に当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ
ればならないこととしたものである。

② 　同条第２項は，要介護認定の有効期間が原則と
して６か月ごとに終了し，継続して保険給付を受
けるためには要介護更新認定を受ける必要がある
こと及び当該認定が申請の日から30日以内に行わ
れることとされていることを踏まえ，指定訪問リ
ハビリテーション事業者は，居宅介護支援（これ
に相当するサービスを含む。）が利用者に対して
行われていない等の場合であって必要と認めると
きは，要介護認定の更新の申請が，遅くとも当該
利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了
する30日前にはなされるよう，必要な援助を行わ
なければならないこととしたものである。

当該同意については，利用者及び指定訪問リハビリ
テーション事業者双方の保護の立場から書面によっ
て確認することが望ましいものである。

⑵ 　提供拒否の禁止　☆一
　居宅基準第９条は，指定訪問リハビリテーション
事業者は，原則として，利用申込に対しては応じな
ければならないことを規定したものであり，特に，
要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒
否することを禁止するものである。〔中略〕提供を
拒むことのできる正当な理由がある場合とは，①当
該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場
合，②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事
業の実施地域外である場合，その他利用申込者に対
し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供す
ることが困難な場合である。

⑶ 　サービス提供困難時の対応　☆一
　指定訪問リハビリテーション事業者は，居宅基準
第９条の正当な理由により，利用申込者に対し自ら
適切な指定訪問リハビリテーションを提供すること
が困難であると認めた場合には，居宅基準第10条の
規定により，当該利用申込者に係る居宅介護支援事
業者への連絡，適当な他の指定訪問リハビリテーシ
ョン事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに
講じなければならないものである。

⑷ 　受給資格等の確認　☆一
① 　居宅基準第11条第１項は，指定訪問リハビリテ

ーションの利用に係る費用につき保険給付を受け
ることができるのは，要介護認定を受けている被
保険者に限られるものであることを踏まえ，指定
訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハ
ビリテーションの提供の開始に際し，利用者の提
示する被保険者証によって，被保険者資格，要介
護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ
なければならないこととしたものである。

② 　同条第２項は，利用者の被保険者証に，指定居
宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被
保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が
記載されているときは，指定訪問リハビリテーシ
ョン事業者は，これに配慮して指定訪問リハビリ
テーションを提供するように努めるべきことを規

第 12条　指定訪問リハビリテーション事業者は，指
定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し，
要介護認定を受けていない利用申込者について
は，要介護認定の申請が既に行われているかどう
かを確認し，申請が行われていない場合は，当該
利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が
行われるよう必要な援助を行わなければならない。

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者は，居宅介
護支援（これに相当するサービスを含む。）が利
用者に対して行われていない等の場合であって必
要と認めるときは，要介護認定の更新の申請が，
遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有
効期間が終了する30日前にはなされるよう，必要
な援助を行わなければならない。

第 13条　指定訪問リハビリテーション事業者は，指
定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，
利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサー
ビス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人
員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38
号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）
第13条第九号に規定するサービス担当者会議をい
う。以下同じ。）等を通じて，利用者の心身の状
況，病歴，その置かれている環境，他の保健医療
サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に
努めなければならない。

第 64条　指定訪問リハビリテーション事業者は，指
定訪問リハビリテーションを提供するに当たって
は，居宅介護支援事業者その他保健医療サービス
又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に
努めなければならない。

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪
問リハビリテーションの提供の終了に際しては，

要介護認定の申請に係る援助
（☆基準第83条）

心身の状況等の把握（☆基準第83条）

居宅介護支援事業者等との連携
（☆基準第83条）

（以下この条において「電磁的方法」という。）に
より提供することができる。この場合において，
当該指定訪問リハビリテーション事業者は，当該
文書を交付したものとみなす。

　一・二　〔略〕
３～６　〔略〕

〔→33頁〕

第 ９条　指定訪問リハビリテーション事業者は，正
当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供
を拒んではならない。

第 10条　指定訪問リハビリテーション事業者は，当
該指定訪問リハビリテーション事業所の通常の事
業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービ
スを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案
し，利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビ
リテーションを提供することが困難であると認め
た場合は，当該利用申込者に係る居宅介護支援事
業者への連絡，適当な他の指定訪問リハビリテー
ション事業者等の紹介その他の必要な措置を速や
かに講じなければならない。

第 11条　指定訪問リハビリテーション事業者は，指
定訪問リハビリテーションの提供を求められた場
合は，その者の提示する被保険者証によって，被
保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認定の
有効期間を確かめるものとする。

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者は，前項の
被保険者証に，法第73条第２項に規定する認定審
査会意見が記載されているときは，当該認定審査
会意見に配慮して，指定訪問リハビリテーション
を提供するように努めなければならない。

提供拒否の禁止（☆基準第83条） ◆

第 ９条 指定訪問リハビリテーション事業者は，正
当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供
を拒んではならない。

サービス提供困難時の対応
（☆基準第83条）

受給資格等の確認（☆基準第83条）
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5 訪問リハビリテーション（基本方針／人員基準／設備基準／運営基準）

▷ 右段は基準省令の解釈通知「指定居宅サービス等
及び指定介護予防サービス等に関する基準につい
て」の「第３　介護サービス」のうちの「四　訪
問リハビリテーション」及び他からの準用（参
照）規定をもとに，基準省令の条文等に対応して
該当部分を配置した（準用項目については，準用
に伴う読替えを下線で表示）。

▷ 解釈通知の関係通知は該当箇所に※印で名称を掲
載した。

　指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問
リハビリテーション事業所ごとに，指定訪問リハビ
リテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法
士又は言語聴覚士を適当数置かなければならない。

１　人員に関する基準（居宅基準第76条）

⑴ 　居宅基準第77条は，指定訪問リハビリテーショ
ン事業所については，

　① 　病院，診療所又は介護老人保健施設であるこ
と。

　② 　指定訪問リハビリテーションの事業の運営を
行うために必要な広さ（利用申込の受付，相談
等に対応するのに適切なスペース）を有する専
用の区画を設けていること。なお，業務に支障
がないときは，指定訪問リハビリテーションの
事業を行うための区画が明確に特定されていれ
ば足りるものとすること。

　③ 　指定訪問リハビリテーションの提供に必要な
設備及び備品等を備えていること。

　としたものである。
⑵ 　設備及び備品等については，当該病院，診療所

又は介護老人保健施設における診療用に備え付け
られたものを使用することができるものである。

⑴ 　内容及び手続の説明及び同意　☆一
　居宅基準第８条は，指定訪問リハビリテーション
事業者は，利用者に対し適切な指定訪問リハビリテ
ーションを提供するため，その提供の開始に際し，
あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，当該
指定訪問リハビリテーション事業所の運営規程の概
要，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の勤務
体制，事故発生時の対応，苦情処理の体制等の利用
申込者がサービスを選択するために必要な重要事項
について，わかりやすい説明書やパンフレット等

（当該指定訪問リハビリテーション事業者が，他の
介護保険に関する事業を併せて実施している場合，
当該パンフレット等について，一体的に作成するこ
とは差し支えないものとする。）の文書を交付して
懇切丁寧に説明を行い，当該事業所から指定訪問リ
ハビリテーションの提供を受けることにつき同意を
得なければならないこととしたものである。なお，

２　設備に関する基準

３　運営に関する基準

▷ 左段は基準省令「指定居宅サービス等の事業の人
員，設備及び運営に関する基準」のうちの「第５
章　訪問リハビリテーション」及び基準第83条に
よる他の章からの準用規定（☆で明示，準用に伴
う読替えは下線で表示）を掲載した。

▷ 条例を定めるにあたり従うべき基準の該当項目に
◆印を附した。

第 75条　指定居宅サービスに該当する訪問リハビ
リテーション（以下「指定訪問リハビリテーショ
ン」という。）の事業は，要介護状態となった場
合においても，その利用者が可能な限りその居宅
において，その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるよう生活機能の維持又は向
上を目指し，利用者の居宅において，理学療法，
作業療法その他必要なリハビリテーションを行う
ことにより，利用者の心身の機能の維持回復を図
るものでなければならない。

第 76条　指定訪問リハビリテーションの事業を行
う者（以下「指定訪問リハビリテーション事業
者」という。）は，当該事業を行う事業所（以下

「指定訪問リハビリテーション事業所」という。）
ごとに，指定訪問リハビリテーションの提供に当
たる理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士（以
下この章において「理学療法士，作業療法士又は
言語聴覚士」という。）を置かなければならない。

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護
予防訪問リハビリテーション事業者（指定介護予
防サービス等基準第79条第１項に規定する指定介
護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以
下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問
リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リ

第１節　基本方針

基本方針

第２節　人員に関する基準

従業者の員数 ◆

第 76条　指定訪問リハビリテーションの事業を行
う者（以下「指定訪問リハビリテーション事業
者」という。）は，当該事業を行う事業所（以下

「指定訪問リハビリテーション事業所」という。）
ごとに，指定訪問リハビリテーションの提供に当
たる理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士（以
下この章において「理学療法士，作業療法士又は
言語聴覚士」という。）を置かなければならない。

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護
予防訪問リハビリテーション事業者（指定介護予
防サービス等基準第79条第１項に規定する指定介
護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以
下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問
リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リ

ハビリテーション（指定介護予防サービス等基準
第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテー
ションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事
業所において一体的に運営されている場合につい
ては，指定介護予防サービス等基準第79条第１項
に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ
て，前項に規定する基準を満たしているものとみ
なすことができる。 

第 77条　指定訪問リハビリテーション事業所は，
病院，診療所又は介護老人保健施設であって，事
業の運営を行うために必要な広さを有する専用の
区画を設けているとともに，指定訪問リハビリテ
ーションの提供に必要な設備及び備品等を備えて
いるものでなければならない。

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護
予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せ
て受け，かつ，指定訪問リハビリテーションの事
業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業
とが同一の事業所において一体的に運営されてい
る場合については，指定介護予防サービス等基準
第80条第１項に規定する設備に関する基準を満た
すことをもって，前項に規定する基準を満たして
いるものとみなすことができる。

第 ８条　指定訪問リハビリテーション事業者は，指
定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し，
あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第
82条に規定する運営規程の概要，理学療法士，作
業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利
用申込者のサービスの選択に資すると認められる
重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当
該提供の開始について利用申込者の同意を得なけ
ればならない。 ◆

２ 　指定訪問リハビリテーション事業者は，利用申
込者又はその家族からの申出があった場合には，
前項の規定による文書の交付に代えて，第５項で
定めるところにより，当該利用申込者又はその家
族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

ハビリテーション（指定介護予防サービス等基準
第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテー
ションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事
業所において一体的に運営されている場合につい
ては，指定介護予防サービス等基準第79条第１項
に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ
て，前項に規定する基準を満たしているものとみ
なすことができる。 

第３節　設備に関する基準

設備及び備品等の要件

第４節　運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意
（☆基準第83条）

第 ８条 指定訪問リハビリテーション事業者は，指
定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し，
あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第
82条に規定する運営規程の概要，理学療法士，作
業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利
用申込者のサービスの選択に資すると認められる
重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当
該提供の開始について利用申込者の同意を得なけ
ればならない。 ◆

訪問リハビリテーション
（人員，設備，運営の基準）5

（☆は準用を示す）
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左段は，基準省令
（国の基準）を配置

右段は，解釈通知（国の
基準）の該当箇所を配置

ページをまたいでも
わかるよう◆印をつ
けた項目全体にアミ
かけ

居宅サービスと地域
密着型サービスは，
他の章からの準用規
定を各サービスにあ
わせ読み替えて掲載，
各サービスに必要な
基準をすべて掲載

実質的な変更があった部
分に，破線の下線
新規項目には　の記号新

都道府県・市町村が条例
を定めるにあたり国の基
準に従うべき項目に◆印，
標準とする項目に◇印
（除外項目・限定項目は印に
〔　〕で明記）

準用に伴う読替えを下線
で表示
〔読替え前〕
指定訪問介護事業者は，
〔読替え後〕
指定訪問リハビリテーショ
ン事業者は，


